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第１８号議案  

桶川市こども医療費支給に関する条例及び桶川市ひとり親家庭等の

医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例  

第１条 桶川市こども医療費支給に関する条例（昭和４８年桶川市条例第

１５号）の一部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正後の欄の号に対応する改正前の欄の号が存在しな

い場合にあっては、当該改正後の欄の号を加える。  

(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改

正後の欄の下線が引かれた字句に改める。  

改正前  改正後  

 (定義 )  (定義 ) 

第 2条  略  第 2条  略  

 (3)  保護者  親権を行う者、未成年後

見人その他の者で、対象のこどもを現

に監護しているものをいう。  

 (3)  保護者  親権を行う者、未成年後

見人その他の者で、対象のこどもを現

に監護しているもの (満 18歳に達した

対象のこどもを引き続き監護している

者を含む。 )をいう。  

 (8) 略   (8) 略  

 

 (9)  現物給付  受給資格者が健康保険

法第 63条第 3項各号に規定する病院若

しくは診療所又は薬局等で一部負担金

の支払を求められず、市長が受給資格

者に代わつて医療費を当該医療機関に

支払うことをいう。  

 (支給の方法 ) 

第 4条  略  

2  前項の規定にかかわらず、市長は、対

象のこどもが市長の指定する医療機関等

において医療を受けた場合は、当該医療

に係るこども医療費を受給資格者に代わ

つて当該医療機関等に支払うことができ

る。  

 (支給の方法 ) 

第 4条  略  

2  前項の規定にかかわらず、市長は、対

象のこどもが埼玉県内の現物給付を実施

する医療機関等及び市長の指定する医療

機関等において医療を受けた場合は、当

該医療に係るこども医療費を受給資格者

に代わつて当該医療機関等に支払うこと



- 2 - 

 ができる。  

  

第２条 桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例（平成４年桶

川市条例第２２号）の一部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正後の欄の項に対応する改正前の欄の項が存在しな

い場合にあっては、当該改正後の欄の項を加える。  

(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改

正後の欄の下線が引かれた字句に改める。  

改正前  改正後  

 (定義 )  (定義 ) 

第 2条  略  第 2条  略  

7 略  7 略  

 

8  この条例において「現物給付」とは、

ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者

が健康保険法第 63条第 3項各号に規定す

る病院若しくは診療所又は薬局等で一部

負担金の支払を求められず、市長がひと

り親家庭の父若しくは母又は養育者に代

わって医療費を当該医療機関に支払うこ

とをいう。  

 (支給の方法 )  (支給の方法 ) 

第 7条  略  第 7条  略  

2  前項の規定にかかわらず、市長は、対

象者が市長の指定する医療機関等におい

て医療を受けた場合は、当該医療に係る

ひとり親家庭等医療費を受給者又はその

ひとり親等に代わって当該医療機関等に

支払うことができる。  

2  前項の規定にかかわらず、市長は、対

象者が埼玉県内の現物給付を実施する医

療機関等及び市長の指定する医療機関等

において医療を受けた場合は、当該医療

に係るひとり親家庭等医療費を受給者又

はそのひとり親等に代わって当該医療機

関等に支払うことができる。  

  

附  則  

この条例中第１条の規定は令和４年１０月１日から、第２条の規定は令
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和５年１月１日から施行する。ただし、第１条中桶川市こども医療費支給

に関する条例第２条第３号の改正は、令和４年４月１日から施行する。  

令和４年２月２２日提出  

桶川市長  小  野  克  典    

提  案  理  由  

埼玉県の未就学児を対象とした県内全域での現物給付の開始に伴い、市

独自で未就学児以外の対象者も含めて現物給付を実施するため、所要の改

正をしたいので、この案を提出するものである。  

 

 

 


